
令和　　年　　月　　日

（宛先）茂原市長

事業所名：　 　　 　　　　　　　　

介護給付費過誤申立依頼書

　このことについて、別紙のとおり介護保険給付費請求の過誤がありました。
　つきましては、千葉県国民健康保険団体連合会に対して、別紙一覧表のとお
り過誤の申立をしてくださるようお願いいたします。

担当者：

代表者名：
所在地：
連絡先：



保険者番号 保険者名 事業所名

１２２１０１ 茂原市 事業者番号

所在地

連絡先

被保険者番号 被保険者氏名 サービス提供年月 サービス種類

　　　　　　年　　　月

　　　　　　年　　　月

　　　　　　年　　　月

　　　　　　年　　　月

　　　　　　年　　　月

　　　　　　年　　　月

　　　　　　年　　　月

　　　　　　年　　　月

　　　　　　年　　　月

　　　　　　年　　　月

申立事由コード 内容

介護給付費請求　過誤申立対象内容　一覧表



請求誤り 適正化（保険者） 請求誤り 適正化（保険者）

居宅サービス １００２ １０４２ １０１２ １０４９

介護予防・日常生活
支援総合事業費

予防サービス １１０２ １１４２ １１１２ １１４９

短期入所 ２１０２ ２１４２ ２１１２ ２１４９

予防短期 ２４０２ ２４４２ ２４１２ ２４４９

老健短期 ２２０２ ２２４２ ２２１２ ２２４９

予防老健短期 ２５０２ ２５４２ ２５１２ ２５４９

病院短期 ２３０２ ２３４２ ２３１２ ２３４９

予防病院短期 ２６０２ ２６４２ ２６１２ ２６４９

認知症共同 ３００２ ３０４２ ３０１２ ３０４９

予防認知症共同 ３１０２ ３１４２ ３１１２ ３１４９

特定施設 ３２０２ ３２４２ ３２１２ ３２４９

予防特定施設 ３３０２ ３３４２ ３３１２ ３３４９

認知症短期 ３４０２ ３４４２ ３４１２ ３４４９

予防認知症短期 ３５０２ ３５４２ ３５１２ ３５４９

計画費 ４００２ ４０４２ ４０１２ ４０４９

計画費（予防） ４１０２ ４１４２ ４１１２ ４１４９

福祉施設 ５００２ ５０４２ ５０１２ ５０４９

老健 ６００２ ６０４２ ６０１２ ６０４９

療養型 ７００２ ７０４２ ７０１２ ７０４９

※「適正化（保険者）」コードは保険者から給付適正化等の通知を受け、給付費を返還（過誤調整）する
場合に使用します。コード番号は別紙を参照ください。

過誤申立事由コード

通常過誤 同月過誤

※基本は通常過誤での取扱いとなります。

同月過誤とは、過誤申立と事業所からの再請求の審査を同じ月に行う処理です。同月過誤は国保連
が必要と認めた場合に限り申立可能となりますので、申立の際は保険者へお問い合わせください。

１００２ １０４２ １０１２ １０４９

２０４９２０１２２０４２２００２
介護予防

ケアマネジメント費



通常 同月

０２ １２

４２ ４９

４５ ４C

４６ ４D

４７ ４E

※基本は通常過誤での取り扱いとなります。

５０ 福祉施設

申
立
理
由
番
号

請求誤りによる実績の取り下げ

適正化（その他）による保険者申立の過誤取り下げ

適正化（医療突合）

適正化（縦覧点検）

適正化（給付実績を活用した情報提供）

６０ 老健

７０ 療養型

申　立　理　由

３６ 特定施設短期

４０ 計画費

４１ 計画費（予防）

３３ 予防特定施設

３４ 認知症短期

３５ 予防認知症短期

３０ 認知症共同

３１ 予防認知症共同

３２ 特定施設

老健短期

２３ 病院短期

２６ 予防病院短期

２５ 予防老健短期

過誤申立事由コード
別　紙

様
　
式
　
番
　
号

１０（居宅サービス）

訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハ・居宅療養管理指導・
通所介護・通所リハ・福祉用具貸与・定期巡回・随時対応型訪問介
護看護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多
機能型居宅介護・複合型サービス

１０（介護予防・日常生
活支援総合事業費）

訪問型サービス費・通所型サービス費

１１（予防サービス）

介護予防訪問入浴介護･介護予防訪問看護・介護予防訪問リハ・介
護予防居宅療養管理指導・介護予防通所リハ・介護予防福祉用具
貸与・介護予防認知症対応型通所介護・介護予防小規模多機能型
居宅介護

２１ 短期入所

２４ 予防短期

２２

20 介護予防ケアマネジメント費


